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■養老町の防災アプリ「養老町防災行政情報」

iPhone版 Android版

■養老町の防災情報メール配信「あんしん防災ネット」

PC/スマホ版
フィーチャーフォン
（ガラケー）版

個人番号カード（マイナンバーカード）の申請、受取、電子証明書の発行・更新手続きなどの専用窓口を開設していま

す。専用窓口は予約制になりますので、手続きを希望する人は、注意事項をご確認のうえ、事前予約をお願いします。

●予 約 受 付 窓 口 住民人権課 �32―1104

●予 約 受 付 時 間 月曜日～金曜日 ８時30分～17時15分

●専用窓口開設時間 月曜日～金曜日 ８時30分～17時15分（受付は17時まで）

第２・第４日曜日 ８時30分～12時（受付は11時45分まで）

※システムのメンテナンスなどで日時が変更になる場合があります。

その場合は、町ホームページでお知らせします。

【注意事項】・必ずご本人が窓口にお越しください。

・手続きの際に、暗証番号を用紙に記入していただきます。事前に暗証番号（英数字６桁以上16桁以内

および数字４桁）を決めておいてください。

今月の休日窓口は、１月10日（日）と１月31日（日）です
第４日曜日の24日は、岐阜県知事選挙のため、窓口は開設しません。ご注意ください。

次回の窓口開設日は、２月14日（日）を予定しています。

◇個人番号カード（マイナンバーカード）専用窓口を開設しています

現在、個人番号カードを取得していない人へ、地方公共団体システム機構から「個人番号カード交付申請書」が順次発

送されています。

【発送対象者】 10月31日現在、75歳未満の人。

（ただし、令和２年中に出生や転入などで「個人番号通知書」または「通知カード」の送付を受けた人は除く。）

※「個人番号カード交付申請書」がお手元にない場合でも申請手続きはできますのでお問い合わせください。

また、町では個人番号カードを利用して、全国のコンビニエンスストア等にある専用端末（マルチコピー機）で、住民

票の写しや印鑑証明書などの各種証明書を取得できるコンビニ交付サービスを開始するための準備を進めています。

コンビニ交付サービスを利用するためには、「個人番号カード」が必要になります。個人番号カードは、申請から交付

までに約１～２カ月かかりますので、早めの取得をおすすめします。

なお、個人番号カードの申請・交付などの手続につきましては、専用の窓口を開設しているため、事前予約が必要に

なります。

町役場の玄関ロビーに設置してある証明書自動交付機は、令和３年12月30日をもって利用できなくなります。なお、

お手元の「ふれあいカード」は、引き続き「印鑑登録証明書」を窓口で取得する場合や改印などの際に必要となりますので

大切に保管してください。誤って廃棄・紛失した場合は、ご本人が来庁していただき再交付の手続が必要となりますの

でご注意ください。

◇個人番号カード（マイナンバーカード）の取得はお早めに

問住民人権課 �32―1104

◇証明書自動交付機のサービスを終了します


